
第２部 人にやさしい健康・福祉のまちづくり 

 

第１章 生涯健康づくりの推進 

第１節 保健サービスの向上 

「自分の健康は自分で守りつくる」という自主的な健康づくりを支援するとともに、すべての

市民が生涯を通じて心身ともに健やかで快適な生活を送ることができるよう、健康づくり計画

「いきいき健康づくりプラン２１」に沿って総合健康診断事業をはじめ、健康増進法、母子保健

法、予防接種法などに基づく各種健康づくり事業を推進し、疾病の予防と健康の保持増進を図る

など保健サービスの向上に努めました。 

事業の主な内容は次のとおりです。 

 

１．健康長寿のまちづくり推進事業 

健康長寿のまちづくりを目指すには市民と行政との協働による健康づくりの取り組みが必要で

す。そこで、健康づくり推進連絡協議会等の関係団体との連携を図るとともに、食生活改善推進

員や健康づくり普及推進員の協力を得て、各種健診受診率向上の促進、及び「いきいき健康づく

りフェスタ」等を開催しました。また、食を通じた健康づくりを推進するため、食生活改善推進

協議会へ委託して、生活習慣病予防等の講習会を５２回開催し、１，５８０人の参加があり、その

費用として４１２千円を支出するとともに、関係７課のプロジェクトチームによる健康づくり大

学では、健康づくり名人講座等市民の参加により常設型講座及び公開型講座を１４回開設し、延

べ２，０４０人の参加があり、これらに要した経費として４１千円を支出しました。 

 

２．親子ふれあい交流事業 

子育てに関する相談や情報提供を行うとともに、親子や家族、地域のふれあいを通して健やか

な子どもたちの成長を支援することを目的に、「いきいき健康づくりフェスタ」を開催し、赤 

ちゃんハイハイよちよち大会やわくわくふれあい遊びの指導などに５９８人の参加者があり、 

その経費として３８千円を支出しました。 

 

３．地域支援（介護予防）事業 

高齢社会が進展するなか、健康寿命の延伸に努め、高齢者が要介護状態になることを予防する

とともに、介護が必要となった場合にも可能なかぎり住み慣れた地域で自立した日常生活が送れ

るよう支援するため次の事業を実施し、この経費として４，７５２千円を支出しました。 

                                    （単位:回、人） 

区            分 実施回数 実施個所数
延 参 加 

利用者数 
備   考 

高 齢 者 健 康 教 室 22 12 898 
認知症予防 

推 進 事 業 
生きがいづくり教室 344 6 4,913 

65歳以上 

骨密度測定・健康相談 8 5 215  
転 倒 骨 折 

予 防 事 業 
転倒骨折予防運動教室 22 2 328 65歳以上 
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区            分 実施回数 実施個所数
延 参 加 

利用者数 
備   考 

健  康  相  談 267 24 4,126 

健  康  教  育 177 28 4,095 

訪  問  指  導 186   ― 599 

機  能  訓  練 43 1 297 

65歳以上 

たっしゃか体操教室 243 24 6,888  

 

４．母子保健対策事業（事業費 ２０，２８９千円）            （単位：回、人、％） 

区      分 実施回数 実施個所数 対象者数 受診、利用者数 受診率

３ か 月 児 12 1 527 524 99.4

１歳６か月児 12 1 565 555 98.2
集 

団 

３ 歳 児 12 1 557 519 93.2

乳 幼 児 

健 康 診 査 

医療機関委託 随 時 
佐賀県・長崎県・福岡県

の委託医療機関 
517 460 89.0

妊婦一般 

(ＨＢＳ抗原検査あり) 560 554 98.9

妊婦一般 

(ＨＢＳ抗原検査なし) 2,240 1,604 71.6
妊婦健康診査 

(医療機関委託) 

超 音 波 検 査 

随 時 
佐賀県・長崎県・福岡県

の委託医療機関 

－ 27 － 

妊産婦・乳幼児相談

(電話相談再） 
個 別 指 導 随 時 

１ 

(1) 

－ 延 1,710 

(815) 

－ 

育 児 学 級 集 団 指 導 12 1 － 延  524 － 

す く す く 子 育 て 相 談 6 1 －   延   30 － 

妊娠期子育て両親（母親）学級 9 1 － 延   81 － 

訪問指導（４か月児訪問再） 157 － 525 
延  452 

（272） － 

思春期学級・ふれあい体験学習 10 4 － 延   386 － 

集 団 指 導 49 25 － 延 1,912 － 

成人歯科健診・相談 12 1 472 268 56.8
む し 歯 

予防事業 

フ ッ 素 洗 口 週1回、週5回 23保育園 1,029 1,012 98.3

不妊治療エンゼルサポート事業 随 時 1 － 
16 

（相談件数 

延べ21人） 

－ 
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５．予防接種対策事業（事業費 ５８，１２８千円）             （単位：人、％） 

区   分 対象者数 接種者数 接種率 摘       要 

急 性 灰 白 髄 炎 1,143 1,078 94.3 

三 種 混 合 2,214 2,227 100.6 

3～90か月未満 

麻 し ん ・ 風 し ん 2,409 2,291 95.1 

12～24か月未満 就学前の１年間にある者 

中学校１年生に相当する年齢の者 

高校３年生に相当する年齢の者 

ジフテリア・破傷風 550 543 98.7 小学6年生 

日 本 脳 炎 2,278 960 42.1 

①3歳～90か月未満、②9～13歳未満 
（Ｈ17年5月、国より積極的勧奨を差
し控える旨の通知がある） 

イ ン フ ル エ ン ザ 14,508 9,385 64.7 
６５歳以上(６０歳以上６５歳未満の

者で、予防接種法で定める者) 

Ｂ Ｃ Ｇ 予 防 接 種 532  530 99.6 結核予防法から予防接種法へ変更 

計 21,356 16,054 75.2 日本脳炎予防接種は含まず 

 

６．成人・老人保健対策 

（１）総合健康診断事業〔複数の健(検)診と同時に実施〕         （単位：千円、人） 

 

区    分 事 業 費 受 診 者 数 摘           要 

特 定 健 康 診 査 11,107 2,199 40～74歳の国民健康保険加入者 

健 康 診 査 505 313 30歳代（健康増進法による受診者2人） 

肝炎ウイルス検診 439 233 40～70歳 

前 立 腺 検 診 883 467 50～69歳 

子 宮 が ん 検 診 4,323 1,825 20歳以上 

結 核 検 診 674 1,095 65～70歳（71歳以上63人） 

肺 が ん 検 診 1,922 2,558 40～70歳（71歳以上61人） 

計 19,853 8,690 
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（２）健康増進法等（生活習慣病対策）による保健事業（事業費２４，５９１千円）(単位：人、％) 

区       分 実施回数 実施個所数 対象者数 受診者数 受診率 

集団方式        13         9 233 
肝炎ウイルス検診

個別方式  10月～3月       24

3,000

53 

9.5

胃  が  ん 集団方式        20        13   9,753    1,818 18.6

集団方式        14         9     1,860 
子 宮 が ん

個別方式 7月～12月         3

 5,504

       50 

34.7

乳  が  ん

(ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨ) 集団方式 11         6 2,378       554 23.3

大 腸 が ん 集団方式        31        13   10,541    2,808 26.6

健

康

診

査 

が

ん

検

診 

肺  が  ん 集団方式        19        22   12,137     3,784 31.2

総合相談 126 13 － 659 
健 康 相 談 

重点相談 119 13 － 492 

健 康 教 育 集  団 213 17 － 3,187 

機 能 訓 練 Ａ  型 34 1 － 52 

40～64歳

訪 問 指 導 116 － 399 365 

健康診断後

要指導・要

治療者等 

健 康 手 帳 交 付 随 時 15 － 741 

 

（３）特定健康診査・保健指導事業（事業費２２，９２１千円）       （単位：人、％） 

区     分 実施回数 実施個所数 受診、利用者数 対象者数 受診率 

集団方式 13 9 2,150
特 定 健 康 診 査 

個別方式 10月～3月 24 1,463

10,778 33.5

特 定 保 健 指 導 9月～3月 － 76

メタボリックシンドロー

ム（内臓脂肪症候群）予

防のための保健指導 

 

７．感染症（結核予防）対策事業（事業費１，５０８千円）         （単位：人、％） 

区      分 対象者数 
受診・ 

接種人員 
受診率及び接種率 摘     要 

エックス線間接撮影 5,073 2,415 47.6  
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第２節 医療体制の充実 

１．適切な医療体制の構築 

（１）市民病院の充実 

病院事業は、公的病院として地域住民の期待に応えるため、一定の医療水準を確保し、良質

で安定した医療サービスを提供する必要があります。本年度は医療の維持向上を図るため、最

新医療機器等の導入をするとともに、停電時の安全性確保のため、３階非常用コンセント設置

工事等施設整備を行いました。 

事業の主な内容は次のとおりです。 

                  （単位：千円） 

事      業     名 事  業  費 

３階非常用コンセント設置工事 一式 138 

給食用リフト改修工事 一式 196 

一般撮影装置 一式 56,963 

電気メス 一式 997 

輸液ポンプ 一式 551 

シリンジポンプ 一式 194 

ハンディパルスオキシメータ 一式 448 

上部消化管汎用ビデオスコープ 一式 2,452 

医用テレメータシステム 一式 2,572 

内視鏡洗滌消毒装置 一式 1,397 

特定健診ソフト 一式 525 

処置用カート 他 一式 624 

合      計  67,057 

 

（２）地域医療体制の充実 

地域医療の充実を図るため、伊万里市立市民病院と有田共立病院の統合による西部保健医療

圏の中核となる新病院の整備に取り組んでおり、平成２０年度は伊万里市と有田町で構成する

一部事務組合「伊万里・有田地区医療福祉組合」において、統合病院建設に伴う基本設計が作

成されました。 

このための費用として、伊万里・有田地区医療福祉組合負担金３３，７５３千円を支出しま

した。 

また、医療に恵まれない地域住民の医療の確保として、滝野及び滝川内診療所を２９２日間

開所し、１，９４２人が利用しました。その費用として１，０９７千円を支出するとともに、

市民の健康増進のため各種保健活動に貢献する地区医師会へ保健活動費補助金６６３千円、地

域医療従事者として質の高い看護師の養成と確保に寄与する伊万里看護学校の運営費補助金 

３，０００千円を支出しました。 

 

２．適切な救急医療体制の整備 

休日における急病などの救急患者に対して、迅速かつ適正な初期医療サービスを提供するとと

もに市民の医療不安を解消するため、また、平日の夜間における小児診療を行うため、伊万里休
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日・夜間急患医療センターの運営を伊万里・有田地区医師会へ委託し、３１５日間開所しました。

その費用として、１３，３９８千円を支出しました。 

さらに、休日・夜間急患医療センターの補完的役割を持つ在宅当番医制運営事業として５７７

千円、入院が必要な重症患者の医療を担う病院群輪番制病院運営事業として補助金４，６０３千

円を支出しました。 

このほか、市民の突然の心停止に備え救命率の向上を図るため、２２施設に２３台のＡＥＤ

（自動体外式除細動器）を配備し、その費用として２，８５１千円を支出しました。 

救急医療関連事業の実績は次のとおりです。 

（単位：日、人） 

事  業  名 日数 患者数 備     考 

休日・夜間急患医療センター運営事業 315 2,094 

在宅当番医制運営事業 10 90 

病院群輪番制病院運営事業 70 850 

休日・夜間急患医療センター 

地区別利用者数 

伊万里市 1,642人  78.4％ 

有田町    231人  11.0％ 

その他    221人  10.6％ 

 

第３節 社会保障制度の普及促進 

１．国民健康保険制度の充実 

国民健康保険は、地域住民の健康と福祉を保障する地域保険として、国民皆保険体制を支える

大きな柱となっており、伊万里市国民健康保険においても、市民の「健康で豊かな毎日」を支え

るために、自助努力を基本として保健事業の推進を図り、保険税の収納率向上やレセプト点検、

第三者求償事務など保険給付の適正化を図り、国保財政の健全化に努めました。 

 

（１）保険税の収納率向上 

国保税の収納率(現年度分)は、景気が低迷しているなかで、平成２０年度から電話催告の専

門員を雇用し滞納の早期納付に努め、納付書でのコンビニ収納や督促状での郵便局収納、捜査

による動産の差押やインターネット公売、一般公売などの処分にも取り組み、昼夜の戸別訪問

徴収、短期保険証及び資格証明書の交付などにより収納率の向上に努めましたが、長寿医療制

度の影響もあり前年度を２．５ポイント下回る８７．０％となりました。 

（２）医療費等の状況 

診療報酬明細書（レセプト）の定期的な点検や被保険者への医療費通知等を通じて、医療費

の適正化に努めましたが、平成２０年度決算において、歳入総額は５，９８０，４６６千円、

歳出総額は６，４４７，７５０千円で、差し引き４６７，２８４千円が不足しましたので、 

平成２１年度から繰上充用を行いました。 

総収入のうち、国民健康保険税の収入済額は１，３４８，３１２千円で歳入総額の 

２２．５％を占め、うち現年課税分の収入済額は１，２２８，５６５千円で、一世帯当たり 

１３１，６２３円、一人当たり７４，２１６円が納付されたことになり、前年度に比べて、一

世帯当たり２，２５８円の増額、一人当たり６，９１７円の増額となりました。 

保険税以外の収入としては、国庫支出金１，６７０，７３１千円（２７．９％）、療養 

給付費交付金４０５，２１５千円（６．８％）、保険基盤安定繰入金等の一般会計繰入金 

３４１，５２８千円（５．７％）が主なものです。 
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一方、歳出の面では、総支出のうち保険給付等に要した額は６，０２４，４０４千円で歳出

総額の９３．４％を占め、一世帯当たり６４５，４２６円、一人当たり３６３，９２４円 

の給付を行ったことになり、前年度に比べて一世帯当たり１３１，２６９円、一人当たり 

９６，４４５円それぞれ増加し、全体的には２．３％減少しました。 

また、高額療養費支払資金貸付事業は、２５件で２，０６２千円の貸付実績となり、１件当

たりの平均は、８２，４８０円となっています。 

なお、国民健康保険加入状況は、９，３３４世帯、１６，５５４人であり前年度に対して 

２，６６３世帯減少し、被保険者数も６，５０７人減少しました。 

   保険給付等の内訳は次のとおりです。 

                                   （単位：千円、％） 

区    分 平成20年度 平成19年度 増減額 伸び率 
歳出総額に 

占める割合 

療 養 給 付 費         3,568,022 3,615,262 △47,240 △1.3 55.3 

療 養 費         37,430 42,131 △4,701 △11.2 0.6 

審 査 支 払 手 数 料         16,122 16,289 △167 △1.0 0.3 

高 額 療 養 費         421,158 342,473 78,685 23.0 6.5 

移 送 費         0 0 0 0 0.0 

出 産 育 児 一 時 金         34,520 35,700 △1,180 △3.3 0.5 

葬 祭 費         4,470 13,590 △9,120 △67.1 0.1 

老 人 保 健 拠 出 金 138,157 981,938 △843,781 △85.9 2.1 

後期高齢者支援金等 683,745 0 683,745 100.0 10.6 

前期高齢者納付金等 921 0 921 100.0 0.0 

介 護 納 付 金         286,171 321,975 △35,804 △11.1 4.4 

共 同 事 業 拠 出 金         833,688 798,987 34,701 4.3 12.9 

合      計 6,024,404 6,168,345 △143,941 △2.3 93.4 

 

                           （単位：戸、％、人） 

区    分 平成20年度 平成19年度 増減額 伸び率 

国 保 世 帯 数 9,334 11,997 △2,663 △22.20 

市全世帯に占める割合 43.1 56.1  

被 保 険 者 数 16,554 23,061 △6,507 △28.22 

市全人口に占める割合 28.4 39.4  

 

２．老人保健制度の充実 

（１） 老人保健制度の充実 

今回は平成２０年４月から長寿医療制度（後期高齢者医療制度）が創設されたことにより、老

人保健制度による給付事業等は７５歳以上の方と６５歳以上のねたきりの方を対象に、平成２０

年３月診療分と過誤調整等を実施しました。 

平成２０年度の歳入総額は６４９，０４６千円で、その内訳は各保険団体（国保、社保、共済

組合等）が拠出して交付される支払基金交付金３１４，８２１千円（４８．５％）、国庫支出金
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２１７，７２７千円（３３．５％）、県支出金４７，３９７千円（７．３％）、一般会計繰入金 

５３，５８６千円（８．３％）、諸収入１５，５１５千円（２．４％）となっています。 

歳出総額は６３６，１４６千円で、前年度より５，５９８，４０３千円（△８９．８０％）減

額となりました。 

その主なものは、医療給付費５６８，２５５千円、医療費支給費２８，４１８千円、審査支払

手数料２，００７千円などです。 

歳入歳出差し引き１２，９００千円を翌年度に繰越しました。 

また、老人保健における医療受給対象者は７，８６２人で、前年度に比べ４３人減少しました。 

医療受給者に対する医療諸費は、５９６，６７３千円で歳出総額の９３．８％を占めました。 

なお、医療諸費の内訳は次のとおりです。 

            （単位：千円、％） 

区   分 平成20年度 平成19年度 増減額 増減率 
歳出総額に 

占める割合 

医 療 給 付 費        568,255 6,054,043 △5,485,788 △90.6 89.3

医療費支給費        28,418 93,873 △65,455 △69.7 4.5

合    計 596,673 6,147,916 △5,551,243 △90.3 93.8

受給対象者数 7,862 7,905 △43 △0.5 － 

一人当たりの医療費 75,893 777,725 △701,832 △90.2 － 

 

（２）長寿医療制度の充実 

  平成２０年４月から長寿医療制度（後期高齢者医療制度）がはじまり、佐賀県後期高齢者医療

広域連合とともに、高齢者が安心して医療給付が受けられるための健全運営に努めました。 

  市民への制度周知・理解の促進のため、広報や出前講座を行うとともに、保険料の滞納防止・

収納率向上を図りました。 

  平成２０年度の歳入総額は１，０４６，８４７千円で、その内訳は後期高齢者医療 

 保険料３７２，９９５千円（３５．６％）、使用料及び手数料１２８千円(０．０％）、繰入金 

 ６７２，３６５千円（６４．２％）、諸収入１，３５９千円（０．１％）となっております。 

  保険料については、特別徴収で２６５，３９８千円（収納率１００％）、普通徴収で 

１０７，５９７千円（収納率９７．１％）の納付があり、全体収納率は９９．３％でした。 

  一方、歳出総額は１，０４０，７９９千円で、その内訳は、総務費１１，８３３千円 

（１．１％）、後期高齢者医療広域連合納付金１，０２６，７７０千円（９８．７％）、保健事業

費２，１９６千円（０．２％）となっています。 

歳入歳出差し引き６，０４８千円を翌年度に繰越しました。 

なお、後期高齢者健康診査事業は次のとおりです。 

後期高齢者健康診査事業（事業費１，００９千円）            （単位：人、％） 

区    分 実施回数 実施個所数 受診者数 対象者数 受診率 

集団方式 13 9 14
健 康 診 査 

個別方式 10月～3月 24 1,332
7,152 18.8
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３．介護保険制度の充実 

平成１２年４月に制度が発足した介護保険事業は、平成１８年度を初年度とする第３期介護

保険事業計画の最終年になりました。 

市民への制度周知・理解の促進と保険料の滞納防止・収納率向上を図るとともに、被保険者

の公平・公正な要介護認定、適正なサービス提供の推進、低所得者の利用負担軽減等に努めま

した。 

また、介護を必要とする状態にならないための介護予防、地域での暮らしを継続するための

地域密着型サービスの充実などを行うとともに、軽度認定者に対する新予防給付や要支援・要

介護状態に陥るおそれのある特定高齢者を対象とした地域支援事業の充実に努めました。 

  さらに、次期計画策定のため、策定委員会を５回開催するとともに、パブリックコメントを

実施し、第４期介護保険事業計画を決定しました。 

 

［歳 入］ 

介護保険の財源として、介護給付費と地域支援事業（介護予防事業）は、国の負担金が 

２５％、県と市が各１２．５％で、第１号被保険者負担分が１９％、第２号被保険者負担分が

３１％となっています。また、地域支援事業（包括的支援事業・任意事業）は、国の負担金が

４０．５％、県と市が各２０．２５％で、第１号被保険者負担分が１９％となっています。 

（１）第１号被保険者保険料 

６５歳以上の第１号被保険者の保険料については、特別徴収で７３４，１９８千円（収

納率１００％）、普通徴収で５７，８８４千円（収納率 ８５．２％）の納付があり、全体

収納率は９８．８％でした。滞納繰越分は４，６５５千円（収納率 １５．８％）の納付があ

りましたが、不納欠損額として１，４５１千円を処理しています。 

（２）負担金等 

給付費等に係る国庫負担金７８３，９１２千円、国庫補助金３１，５０２千円、調整交

付金３３０，４４３千円、介護従事者処遇改善臨時特例交付金３５，３５０千円、県負担金

６５０，６５３千円、県補助金１４，４０４千円、一般会計からの繰入金６７５，３７０千

円（事務費等分を含む）を受け入れています。 

その他に、第２号被保険者の保険料である支払基金交付金１，３５８，１１９千円、共同

設置している認定審査会の負担金として有田町から１８，０６５千円や前年度繰越金

として７１，０７１千円などを受け入れています。 

［歳 出］ 

（１）公平・公正な要介護認定の実施 

要介護認定に係る認定調査費として、主治医意見書手数料等に２３，１９７千円を支出し、

審査判定業務の効率性及び公平性を確保するため、共同して設置する認定審査会に要する経

費として、審査会委員報酬等に２５，７７０千円を支出しました。 

なお、平成２０年度末の要介護認定者は次のとおりです。        （単位：人） 

 要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 合 計

平成19年度 327 489 559 438 410 305 276 2,804

平成20年度 357 536 631 446 419 319 273 2,981

増 減 30 47 72 8 9 14 △3 177
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（２）地域支援事業の実施 

 被保険者が要支援や要介護状態に陥らないよう予防するため、介護予防事業に要する経費と

して、２３，８７２千円を支出しました。 

また、予防とともに、要介護状態等になった場合においても地域において自立した日常生活

を営むことを支援する事業に要する経費として、７８，４８６千円を支出しました。 

事業内容は下記のとおりです。                    （単位：千円） 

区            分 平成２０年度執行額 

１．介護予防事業 23,872 

 （１）一般管理事業 19,256 

  ①介護予防総務事業 18,783 

  ②特定高齢者把握事業 473 

 （２）高齢者地域ささえあい事業 1,168 

  ①生活管理指導員派遣事業 503 

 ②ふれあい通所サービス事業 665 
 

（３）高齢者地域支援事業 3,448 

  ①健康相談事業 790 

  ②機能訓練事業 265 

  ③転倒骨折予防運動教室事業 437 

  ④認知症予防推進事業 479 

  ⑤生きがいづくり教室事業 314 

  ⑥訪問指導事業 400 

  ⑦健康教育事業 351 

  ⑧健康長寿のまちづくり推進事業 412 

２．包括的支援事業等 78,486 

 （１）包括的支援総務事業 48,337 

  ①包括的支援総務事業 48,337 

 （２）介護給付等費用適正化事業 512 

  ①介護給付等費用適正化事業 512 

 （３）高齢者介護福祉事業 5,200 

  ①老人日常生活用具給付等事業 67 

  ②高齢者紙おむつ支給事業 1,992 

  ③成年後見制度利用支援事業 9 

  ④生活発見創造講座事業 569 

⑤配食サービス事業 1,104 

⑥住宅改修理由書作成助成事業 10 

⑦愛の一声運動推進事業 924 

⑧見守りサポーター派遣事業 39 

 

⑨高齢者ふれあい・生きがい発掘事業 486 

 

（４）介護予防支援サービス事業 24,437 

  ①介護予防支援サービス事業 24,437 
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（３）介護サービス体制の整備・充実等 

介護保険施設入所者等の居住費と食費が全額自己負担になったことに伴い、入所者等のうち

基準に該当する低所得者に、負担上限額と各施設が設定する基準額内の居住費、食費との差額

を給付する経費として１８９，８５３千円を支出しました。 

  また、低所得利用者助成事業として、制度開始時のホームヘルプサービス利用者で低所得の

方等に軽減措置を行うとともに、社会福祉法人が、特に生計が困難である低所得の方を対象に

減免を行ったものについて、当該法人が負担する利用料等の一部補助を実施し、１,１２７千円

を支出しました。 

各種サービスの内容は次のとおりです。 

                                      （単位：千円） 

区          分 平成20年度 平成19年度 増減額 伸び率 

歳出額

に占め

る割合

１介護サービス等諸費 3,713,171 3,644,722 68,449 1.9 86.0

(1)居宅介護サービス費(現物給付分) 1,376,932 1,200,126 176,806 14.7 31.9

(2)地域密着型介護サービス費 305,500 297,919 7,581 2.5 7.1

(3)施設介護サービス費 1,879,160 2,005,247 ▲126,087 ▲6.3 43.5

(4)福祉用具購入費 4,080 3,239 841 26.0 0.1

(5)住宅改修費 13,231 11,586 1,645 14.2 0.3

 

(6)居宅介護サービス計画費 134,268 126,605 7,663 6.1 3.1

２介護予防サービス等諸費 327,082 291,651 35,431 12.1 7.6

(1)介護予防サービス費(現物給付分) 278,473 248,556 29,917 12.0 6.4

(2)地域密着型介護予防サービス費 2,657 3,418 ▲761 ▲22.3 0.1

(3)福祉用具購入費 2,501 1,645 856 52.0 0.1

(4)住宅改修費 13,487 10,577 2,910 27.5 0.3

 

(5)介護予防サービス計画費 29,964 27,455 2,509 9.1 0.7

３高額介護サービス等費 87,942 84,803 3,139 3.7 2.0

(1)高額介護サービス費 87,942 84,803 3,139 3.7 2.0 

(2)高額介護予防サービス費 0 0 0 － 0.0

４特定入所者介護サービス費 189,853 174,835 15,018 8.6 4.4

 (1)特定入所者介護サービス費 189,745 174,730 15,015 8.6 4.4

 (2)特定入所者介護予防サービス費 108 105 3 2.9 0.0

介護サービス費用計 4,318,048 4,196,011 122,037 2.9 100.0

５審査支払手数料 7,585 7,181 404 5.6 

合      計 4,325,633 4,203,192 122,441 2.9 

予算に対しての執行率は、９８．２％となっています。 

なお、介護保険事業特別会計の平成２０年度決算は、歳入総額４，７９７，０６０千円、

歳出総額４，７２７，１６３千円であり、差引６９，８９７千円を翌年度へ繰り越しました。 
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第２章 共に支え合う福祉社会の形成 

第１節 地域福祉の充実 

１．地域コミュニティ等との連携 

少子・高齢化や核家族化、女性の多様な社会進出など社会環境・ライフスタイルが大きく変化

し、家庭や地域の相互扶助機能が低下しているなか、増大する福祉需要に的確に対応し、質の高

いサービスを効率的に提供することにより、すべての市民が住み慣れた家庭や地域で支えあいな

がら共に暮らしていくことができる社会的支援システムを構築することが求められています。 

このため、すべての市民が自分らしく、安心して暮らすことができる地域づくりを目指す「地

域福祉計画」の具現化を図るため、住民主体の地域福祉の中核として、地域住民の福祉ニーズを

的確に把握し、サービスを提供している社会福祉協議会や地域福祉推進の担い手である各種関係

団体への助成を行うとともに、地区社会福祉協議会の設立を支援しました。また、住民に身近な

相談相手である民生委員・児童委員等との連携を図ることにより、地域福祉の充実に努めました。 

事業の主な内容は次のとおりです。 

                    （単位：千円） 

主   な   事   業   内   容 事 業 費 

・社会福祉協議会支援事業 

運営費、福祉バス、ふれあいのまちづくり事業補助 

・民生・児童委員活動事業 

（活動補助金等 民生委員・児童委員数162名） 

・民生委員推薦会事業（開催回数1回） 

・小災害り災者対策事業（火災9回 見舞金10件、弔慰金2件） 

15,131 

 

15,629 

 

59 

1,200 

 

第２節 高齢者福祉の充実 

高齢者福祉については、平成１８年度から一部事業が介護予防を目的とした介護保険特別会計

の地域支援事業として移管されましたが、高齢者福祉事業としては、今後団塊の世代が高齢期に

入る等し高齢化が一層進展することから、高齢者の社会参加を促進するために、老人クラブやシ

ルバー人材センターを支援するとともに、老人福祉センターと老人憩の家を拠点とした生きがい

対策等に取り組みました。身体上、経済上等の理由から在宅での生活が困難な高齢者に対しては、

養護老人ホームへの入所措置を行いました。 

  さらに、平成２１年度から平成２３年度までを期間とし、高齢者の保健・医療・福祉を一体的

に推進するための「高齢者福祉計画」を策定しました。 

 

１．相談体制・介護サービスの充実                    （単位：千円） 

主   な   事   業   内   容 事 業 費 

・介護保険低所得利用者助成事業 

・老人福祉センター及び老人憩の家の管理運営等に関する経費 

（利用者数：32,640人） 

・老人保護措置事業（65人） 

1,127 

21,702 

 

135,712 
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２．高齢者の自立の促進                         （単位：千円） 

主   な   事   業   内   容 事 業 費 

・敬老会開催（6,438人）、敬老祝商品券等の支給に関する経費（423人） 

・百寿記念メダル贈呈事業（14人）   

・緊急通報システム事業（117人） 

・福祉電話貸与事業（19人） 

・老人クラブ活動等事業（老人クラブ数：41クラブ） 

・シルバー人材センター支援事業 （会員数：343人） 

・第５次老人保健福祉計画策定事業 

7,024 

199 

2,642 

4 

2,993 

12,350 

1,155 

 

第３節 障害者（児）福祉の充実 

平成１８年４月に障害者自立支援法が施行され、障害の種別にかかわらず、福祉サービス、公費

負担医療の一元化、利用者の一割負担の導入、就労支援等、障害のある人の自立を支えることを目

指し、これまでの障害者施策が大きく変更され、さらに利用者負担額の軽減措置等見直しが行われ

ています。 

このような中、障害のある人が住み慣れた家庭や地域で安心して自立した生活を送ることができ

る地域社会の実現に向けて、「支えあい自分らしく生きるまち伊万里」を基本理念とする「障害者

計画」「第１期障害福祉計画」の具現化を図るため、時代に適応した福祉施策の推進に努めるとと

もに、「第１期障害福祉計画」の実績等を踏まえ、数値目標の見直しを行い「第２期障害福祉計

画」を策定しました。 

障害者自立支援法に基づき、障害程度区分認定事業を実施し、障害者のニーズにあった公正・公

平なサービスの提供に努めました。 

また、障害者や家族等からの相談を受け、適切な障害福祉サービス等の紹介や支援を行うため、

障害者生活支援センターの相談員を１名増員するとともに、特別支援学校留守家庭児童クラブ（は

ってんクラブ）を６月に開所し、伊万里養護学校に通学している子どもたちの放課後の居場所づく

りと保護者の就労・レスパイトを支援するなど、障害者（児）福祉の充実に努めました。 

事業の主な内容は次のとおりです。 

 

１． 適切な医療・福祉サービスの提供                   （単位：千円） 

主   な   事   業   内   容 事 業 費 

・身体障害者更生医療給付事業（人工透析149人、心臓32人、整形30人） 

・身体障害者（児）補装具交付事業（者161件、児25件） 

・特別障害者手当等支給事業 

（特別障害者手当56人、障害児福祉手当42人、経過的福祉手当5人） 

・重度心身障害者医療費助成事業（26,467件） 

・心身障害児通園事業（利用児童数29人） 

・精神保健相談事業（相談員1人、相談件数142件） 

・障害程度区分認定事業（開催日数12回、審査件数65件） 

・障害福祉サービス利用支援事業 

・腎臓病患者通院介護支援センター支援事業（利用回数293回） 

70,244 

14,258 

23,819 

 

111,163 

19,270 

1,632 

1,740 

1,990 

270 
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２．自立と社会参加の促進 

                                    （単位：千円） 

主   な   事   業   内   容 事業費 

・重度心身障害者タクシー料金助成事業（利用枚数3,930枚） 

・地域生活支援事業 コミュニケーション支援事業（手話通訳専門員1名244件） 

日常生活用具給付事業（給付件数847件） 

地域活動支援センター（小麦の家、にこにこクラブ）等 

・障害者生活支援センター管理運営事業（相談支援2,256件） 

・障害者自立支援給付事業（介護給付サービス、訓練等給付サービス） 

・身体障害者福祉協会支援事業（会員数316人） 

・障害者自立支援特別対策事業  

事業運営円滑化事業14事業所 

          通所サービス利用促進事業 延べ71人 等 

・特別支援学校留守家庭児童健全育成事業（登録児童数18人） 

1,210

36,092

10,982

524,520

406

16,560

7,117

 

第４節 子育て支援の充実 

１． 子育て教育、相談の充実 

（１）母子自立支援事業（相談件数４４９件）として１，６６６千円支出しました。 

（２）家庭児童相談事業 

家庭における子育て環境の多様化に比して、複雑化していく児童問題に県の児童相談所と協

力して対応しました。相談件数は６７６件と平成１９年度の７４１件を下回りました。 

また、児童虐待等の未然防止を図るため、要保護児童対策協議会を開催し、地域をはじめ関

係機関や事業所等での啓発や発生時の的確な対策等について協議を行いました。これらの相談

事業の経費として３，３１１千円を支出しました。 

（３）ブックスタート事業 

少子化社会の到来により、子育て支援のあり方は、より重要性を増しています。 

このようななか、市民図書館では乳児期の心の成長には言葉かけが必要であることを認識し、

平成１６年度からブックスタート事業を開始しました。 

これは、毎月３ヶ月児健診の際、当事業の趣旨を保護者に説明した上で１人１冊の絵本を手

渡し、あわせて赤ちゃんと保護者に読み聞かせを行うというものです。平成２０年度は延べ

１２回実施して５２４人の参加があり、好評をいただきました。 

この事業においては、配布用の絵本の経費として３２４千円、その他の経費として３千円を

支出しました。 

（４）親子のふれあい絵本の読み聞かせ事業 

ブックスタートのフォローアップとして「親子のふれあい絵本の読み聞かせ事業」を行いま

した。具体的には、主に０歳から２歳児を対象にしたおはなし会「おはなし０１２」や、絵

本や読み聞かせの専門家を招いての講演会を実施して、乳幼児におはなしの楽しさを伝え、

保護者には子育てに絵本を取り入れることの大切さを提唱しました。 

「おはなし０１２」は毎週木曜日に実施、平成２０年度は７８回行い、乳幼児と保護

者合せて１，７４６人の参加がありました。また、専門家による読み聞かせ研修会を開催し、 

１４３人の参加がありました。 
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２．保育環境の充実 

 平成１７年３月に策定した「伊万里市次世代育成支援行動計画」の推進に努め、「子どもと家

庭と地域が輝きながら育ちあうまち」の基本理念に基づき、子育て環境の整備・充実に取り組み

ました。 

（１）子育て支援センターでは、休日保育が２９１人、一時保育は３５５人の利用があり、多様な

子育て支援の重要性が必要となっています。このようななか、平成１９年度に市民センター敷

地内に購入した用地を子育て支援センター専用駐車場として整備し、経費として２６,６２５千円

を支出しました。既存の保育施策で対応できない部分については、子育てファミリーサポート

事業による会員組織での援助がなされました。 

（２）特別保育事業では、専業主婦家庭等への支援としての一時保育の定着と、子育てと仕事の両

立を支援する保育園においては、昨年度に引き続き障害児保育等を実施していますが、障害児

の入園数が２１名、３０分の延長保育利用者の１日平均数が、平成１９年度の６６人から６９

人に増加するなど、多様化する保育ニーズに対応できる子育て環境の整備に努めました。 

   新たに、長年の懸案事項でありました病気回復期における保育サービスを提供する、病後児

保育事業を平成２１年度から事業開始するための施設整備経費に１，３９８千円を支出しまし

た。 

（３）母子家庭の自立を支援するため、母子家庭等総合対策支援事業により、看護師資格取得に取

り組んだ１名に高等技能訓練促進費を支給し資格取得を支援しました。 

ひとり親家庭等や乳幼児の医療費助成および幼児インフルエンザ予防接種費助成に加え、３

歳から小学校就学前までの児童を対象としたこども医療費助成事業については、歯科診療分ま

で助成を拡大することにより、子育て中の保護者の経済的不安の軽減に努めました。 

（４）児童手当については、小学校修了前まで支給しており、延べ受給対象児童数７５，６１１人に

対して、児童を養育している家庭の生活安定と児童の健全育成等に寄与するために、手当ての

支給を行いました。 

（５）私立保育園支援については、市内分１８園への支援となりました。さらに、過疎地域におけ

る保育の実施および分園の運営安定のため、山代西部地区の統合園に対して保育所分園推進事

業で助成を行いました。 

新たに、「伊万里市次世代育成支援行動計画（後期Ｈ２２～Ｈ２６）」を策定するため、平成

１７年３月に策定した「伊万里市次世代育成支援行動計画（前期Ｈ１７～Ｈ２１）」の見直し

とニーズ調査・分析に係る次世代育成支援行動計画策定事業の経費に１，８７０千円を支出し

ました。 

（６）留守家庭児童クラブについては、新たに牧島クラブを開設し１３クラブとするとともに、未

開設校の児童の長期休暇の対応として、既存施設での受け入れを行ったほか、大規模化してい

た大坪小学校区において、クラブ専用施設を新設しました。 

（単位：千円） 

主   な   事   業   内   容  事 業 費 

・ 子育て支援センター管理運営事業(利用延べ人数12,989人) 

・ 乳幼児医療費助成事業（30,146件） 

・ ひとり親家庭等医療費助成事業（11,784件） 

・ 児童扶養手当支給事業（月平均受給者630人 児童1,018人） 

6,488 

63,310 

27,885 

300,956 
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・ 一時保育促進事業（利用延べ人数2,915人） 

・ 障害児保育事業（重度15人8園） 

・ 障害児保育推進事業（軽度6人4園） 

・ 幼児インフルエンザ予防接種費助成事業（1,788人） 

・ 延長保育促進事業（16園 日平均利用69人） 

・ 母子家庭自立支援給付金事業（1人） 

・ 心ふれあい・うたフェスタ支援事業 

・ こども医療費助成事業（1,142件） 

・ 子育てファミリーサポート事業（提供会員36人・依頼会員18人） 

・ 子育て支援センター移転事業 

・ 保育所分園推進事業 

・次世代育成支援行動計画策定事業 

・病後児保育事業 

・ 児童手当支給事業（児童75,611人） 

・ 私立保育園支援事業（市内私立18園 市外32園） 

・ 公立保育園管理運営事業（6園） 

・ 母子生活支援施設管理運営事業 

・ 児童センター管理運営事業（利用児童数8,939人） 

・ 留守家庭児童クラブ管理運営事業（290日開所 581人） 

・留守家庭児童クラブ専用施設整備事業  

4,287 

6,467 

1,437 

1,788 

4,500 

1,133 

300 

2,443 

126 

26,625 

1,200 

1,870 

1,398 

526,136 

1,210,064 

509,682 

19,780 

8,792 

53,752 

12,625 

 

第５節 低所得者福祉の充実 

平成２０年秋の米リーマン・ブラザーズ破綻以降、金融危機が深まり全世界で景気悪化のペー

スが加速し、日本も実質成長率が戦後最悪のマイナスを記録するなど、景気低迷や雇用情勢の悪

化が深刻な問題となっており、本市管内における有効求人倍率も、平成２０年７月の０．６０倍

から減少傾向にあり、平成２１年４月には０．３７倍まで落ち込み低迷を続けています。 

このような社会経済情勢の急激な悪化に伴い、本市における生活保護の相談は年々増加してお

り、平成２０年度は電話相談を含めた相談延べ件数は３６１件で、前年度より４６件増えており、

近年では平成１５年度の３８１件に次いで多く、平成１６年度は２５７件と減少しましたが、そ

の後は増加傾向で推移しています。 

また、本市における生活保護の状況は、平成２１年３月３１日現在、４３６世帯６０１人で、

人口１０００人当たりの保護者数を示す保護率は１０．５１‰（パーミル）となっています。こ

れを県や全国と比較してみると、県平均７．７２‰（平成２１年３月）には及ばないものの、全

国平均の１３．０‰（平成２１年３月：速報値）より少ない状況にあります。 

平成２０年度の保護の開始については、６０件で前年度より２３件増加しています。主な開始

理由は、世帯主の疾病による開始が３１件と最も多く、次に預貯金の減少や仕送りの減少により

開始した件数が１６件となっています。 

また、廃止は４１件で前年度より５件減少しており、主な廃止理由は、死亡による廃止が１６

件と最も多く、次に年金等の社会保障給付金収入の増加で廃止した件数が７件となっています。 

このような状況のなか、保護世帯の自立助長を目指し、特に医療や福祉関係機関との連携によ

る病状調査や個々の保護世帯に対する訪問調査に力を入れ、日常生活や病状など生活環境を正確
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に把握し、長期入院患者退院促進や就労指導、扶養義務者による引き取りの促進、社会保障給付

金の増加等により、４１件の生活保護の廃止件数中１４件を自立に結びつけるなど、生活保護制

度の適正な運営に努めました。 

 

・生活保護の内訳                        

区   分 延世帯数(世帯) 延人員(人) 扶助額(千円) 構成比(％) 

生 活 扶 助 3,997 5,771 228,737 24.68 

住 宅 扶 助 3,043 4,403 62,368 6.73 

教 育 扶 助 281 480 4,087 0.44 

介 護 扶 助 811 823 15,738 1.70 

医 療 扶 助 4,461 5,537 568,392 61.33 

出 産 扶 助 1 1 526 0.06 

葬 祭 扶 助 3 3 546 0.06 

生 業 扶 助 141 183 4,640 0.50 

施 設 事 務 費 266 266 41,695 4.50 

合    計 13,004 17,467 926,729 100.00 

 

第６節 同和対策の推進 

同和対策事業特別措置法が昭和４４年に制定されて以来、これまで４０年間にわたり、同和対

策事業として地区住民の福祉の向上、生活の安定を図るために生活環境整備事業をはじめとする

各種施策を講じてきました。 

その結果、生活環境は住宅や道路、上下水道など物的な整備事業については着実に成果をあげ、

様々な面で存在していた格差は大きく改善されたことから、継続されてきた特別措置法も平成 

１４年３月に失効し、以後は一般対策へ移行して対応することになりました。 

しかしながら、地区の実態としては中高年者を中心に臨時雇用等の不安定就労が多く、従って

生活基盤は脆弱な状況にあり、また、県内においては、未だに差別発言等が発生するなど、差別

意識は根強く存在し、解消していないことから生活環境、就労等のなお残された課題の解決と心

理的な差別意識の解消に向けた教育・啓発について積極的に取り組んできました。 

一方、「人権教育のための国連１０年伊万里市推進計画」に続く基本計画として、平成１９年

３月に策定した「伊万里市人権教育・啓発に関する基本方針」に基づき、市長を本部長とする

「伊万里市人権教育・啓発推進本部」を設置し、具体的な施策項目を挙げて全庁的に取組みまし

た。 

平成２０年度は地区住民の生活向上、福祉の増進を図るとともに、市民への人権教育・啓発活

動等、同和問題の早期解決に向けた取り組みを実施しました。 

その結果、これまでの地道な教育・啓発の積み重ねもあり、市民の人権・同和問題に対する正

しい理解と認識はある程度の深まりをみせてはいるものの、予断と偏見、潜在意識としての差別

観念は依然として存在しています。 

このため、伊万里市人権・同和教育推進協議会と連携を図り、同和問題をはじめ、様々な人権

問題の解決を目的にあらゆる機会をとらえながら、より広い層の市民に対するきめ細やかな教
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育・啓発活動の推進に努めました｡ 

特に、地域社会が一体となった人権・同和教育を推進するため、人権・同和教育地域推進員等

を対象とした指導者育成講座を実施するとともに、婦人会、ＰＴＡ、老人会等の各種団体に対す

る研修を行いました。さらに、伊万里・西松浦地区公正採用選考人権啓発推進連絡協議会と連携

を図り、企業、事業所に対して職場内研修を実施しました。 

 

１．啓発活動の推進 

地域住民のコミュニティセンターとしての役割を担う隣保館においては、地区住民の生活の向

上を図るため各種相談事業を行うとともに、対象地区住民の主体的・組織的な学習活動を促進し、

同和教育集会所では市民との交流事業を中心とした教育・啓発を行いました。 

また、市民と直接意見交換を行う「地区巡回講座」を３３地区で実施しました。 

 

２．相談・指導の充実 

部落差別解消のため、地区住民が自主的・自発的意思に基づく運動を展開し、行政の補完的役

割を果たす各種の研修会、学習会をはじめ各クラブ活動費及び各支部の活動補助金として 

９，９００千円を支出しました。 

また、同和地区の保護者の方の負担軽減を図るため、児童生徒の学力向上等就学援助に要する

費用として３１２千円を支出しました。 
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